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土地の権利取得者 

契約締結日から２週間以内に

提出してください 

助  言 

利用目的の審査 

適 切 

県事務所 

市 町 村 

不 適 切 

「助言基準」に該当 

適正かつ合理的な土地利用

を図るために必要な場合 

「勧告基準」に該当 

・土地利用基本計画に適合しない場合 

・公表された土地利用に関する計画に適

合しない場合 

県庁都市政策課 

利用目的の審査 

「勧告基準」に非該当 「勧告基準」に該当 

土地利用審査会意見 

勧  告 

勧告に従う 勧告に従わない 

公 表 


